
上尾市訓令第６号  

本   庁     

出先機関     

上尾市車両管理規程及び上尾市庁舎防火管理規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。  

令和８年４月１日  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市車両管理規程及び上尾市庁舎防火管理規程の一部を改正する

訓令  

 （上尾市車両管理規程の一部改正）  

第１条  上尾市車両管理規程（昭和５５年上尾市訓令第２３号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条第１号中「道路運送車両法」を「市の管理する道路運送車両法」

に改め、「で車両主管課で管理するもの」を削り、同条第３号中「（次条

第２項の規定に基づき車両主管課長が同条第１項各号に掲げる事項の処理

を車両主管課長以外の課所長に委任した場合における当該課所長を含

む。）」を削り、同条第４号中「定める課」を「掲げる課及びセンター並

びに同条第２項各号に掲げる課内室及び課内センター」に、「に基づく

室」を「第１条に規定する出納室」に、「議会事務局の課」を「議会事務

局」に、「、教育機関（市立学校を除く。）」を「（公民館、図書館、教

育センター及び中学校給食共同調理場を含む。）及び課内推進室」に改め、

同条第５号中「課所の長」の次に「（議会事務局、選挙管理委員会事務局、

監査委員事務局及び農業委員会事務局にあっては、当該課所の長が指名す

る者）」を加え、同条第８号を削り、同条第９号中「車両主管課に所属

し、」を「貸出車以外の車両であって、職員が」に改め、同号を同条第８

号とし、同条第１０号中「市長が必要と認める」を「車両を専用的に使用

することが適当と認められる」に、「に専用的かつ長期間にわたり貸し出

された」を「が使用する」に改め、同号を同条第９号とする。  

  第５条第１項中「法令で定める車両の安全運転に関する事項について、

適切な指導及び監督を行わなければならない」を「法第７４条の３第２項

の業務を行う」に改め、同条第２項中「補佐」を「補助」に改める。  



  第８条第１項中「車両主管課長」を「安全運転管理者」に改める。  

  第９条第１項中「安全運転管理者と協議して」を削り、「車両主管課

長」を「安全運転管理者」に改め、同項後段を削り、同条第２項中「車両

主管課長」を「安全運転管理者」に改め、同条に次の１項を加える。  

 ３  第１項の規定により運転者登録簿を提出した課所長は、当該運転者登

録簿を適宜点検するものとし、その内容に変更があったときは、同項の

例により運転者登録簿を提出する。  

  第１０条中「することができない」を「してはならない」に改める。  

  第１１条中「運転者」の次に「（以下「自動車運転手等」という。）」

を加える。  

  第１３条の見出し中「使用の申込み等」を「使用等」に改め、同条第１

項中「を使用しようとする者」を「の運行管理」に改め、「、使用を開始

しようとする日の前日までに、課所長の承認を得て」を削り、「申し込み、

車両主管課長の許可を受けなければならない」を「行うものとする」に改

める。  

  第１５条の見出し中「使用」を「管理等」に改め、同条第１項中「使

用」を「管理」に改め、同条第２項中「、短期間に限り」を削る。  

  第１６条の見出し中「変更等」を「配置等」に改め、同条中「を返還さ

せる」を「の配置を取りやめる」に改め、同条を同条第２項とし、同条に

第１項として次の１項を加える。  

   貸出車の配置は、車両の利用状況等を考慮して、車両主管課長が定め

る。  

  第１７条第１項中「自動車運転手及び運転者」を「自動車運転手等」に

改める。  

  第１８条第１項中「自動車運転手及び運転者」を「自動車運転手等」に

改め、同条第２項中「自動車運転手及び運転者」を「自動車運転手等」に、

「車両主管課長及び課所長」を「共用車にあっては車両主管課長、貸出車

にあっては車両主管課長及び当該貸出車を配置されている課所長」に改め

る。  

  第１９条中「市長車及び」を削る。  

  第２０条中「消防署」の次に「（分署を含む。）」を加える。  



 （上尾市庁舎防火管理規程の一部改正）  

第２条  上尾市庁舎防火管理規程（平成５年上尾市訓令第４号）の一部を次

のように改正する。  

  第２条第２号中「課等」を「課所」に、「に定める課等」を「に掲げる

課及びセンター並びに同条第２項各号掲げる課内室及び課内センター」に、

「議会事務局の課」を「議会事務局」に改め、同条第３号を次のように改

める。  

  (3) 課所の長  前号に掲げる課所の長（議会事務局、選挙管理委員会事

務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局にあっては、当該課所の

長が指名する者）  

  第６条第２項中「副市長」を「総務部長」に改め、同条第３項中「総務

部長」を「総務部次長」に改め、同条第４項を次のように改める。  

 ４  委員は、市長政策室次長、行政経営部次長、こども未来部次長、健康

福祉部次長、市民生活部次長、環境経済部次長、都市整備部次長、議会

事務局次長、教育委員会事務局教育総務部次長及び教育委員会事務局学

校教育部次長をもって充てる。  

  第８条中「総務課」の次に「（以下「総務課」という。）」を加える。  

  第１１条第１項から第３項までの規定中「課等」を「課所」に改める。  

  第１６条中「次の事項を遵守」を「火気使用設備器具の使用の前後に必

ず点検を行い、安全を確認」に改め、同条各号を削る。  

  第１７条第４号を削る。  

  第１８条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。  

  別表第１ (1 )本庁舎の表一般事務室の項中「課等」を「課所」に改め、同

表地階の部及び１階・行政棟の部中「総務課の庶務関係グループ」を「総

務課の管財関係グループ」に改め、同表１階・議会棟・東棟の部中「市民

課受付証明担当」を「証明書発行センターの庶務関係グループ」に、「職

員課福利厚生担当」を「職員課の福利厚生関係グループ」に、「総務課の

庶務関係グループ」を「総務課の管財関係グループ」に改め、同表２階・

行政棟の部及び２階・議会棟・東棟の部中「職員課福利厚生担当」を「職

員課の福利厚生関係グループ」に改め、同表３階・行政棟の部中「職員課

福利厚生担当」を「職員課の福利厚生関係グループ」に改め、同部法令図



書室の項及び会議室（３０１、３０２）の項を次のように改める。  

法令図書室  総務課の庶務関係グループのリーダー  

会議室（３０１、３０

２）  

総務課の管財関係グループのリーダー  

別表第１ (1)本庁舎の表３階・議会棟の部中「議会事務局議会総務課」を

「議会事務局」に改め、同表４階・行政棟の部中「職員課福利厚生担当」

を「職員課の福利厚生関係グループ」に、「総務課の庶務関係グループ」

を「総務課の管財関係グループ」に改め、同表４階・議会棟の部中「総務

課の庶務関係グループ」を「総務課の管財関係グループ」に、「議会事務

局議会総務課」を「議会事務局」に改め、同表５階・行政棟の部中「職員

課福利厚生担当」を「職員課の福利厚生関係グループ」に、「総務課の庶

務関係グループ」を「総務課の管財関係グループ」に改め、同表５階・議

会棟の部中「議会事務局議会総務課」を「議会事務局」に改め、同表６階

の部中「職員課福利厚生担当」を「職員課の福利厚生関係グループ」に、

「総務課の庶務関係グループ」を「総務課の管財関係グループ」に改め、

同表７階の部会議室（７０１）の項及び大会議室の項を次のように改める。  

会議室（７０１）  総務課の管財関係グループのリーダー  

大会議室  

  別表第１ (1 )本庁舎の表７階の部中「職員課福利厚生担当」を「職員課の

福利厚生関係グループ」に改める。  

  別表第１ (2 )第３別館の表一般事務室の項中「課等」を「課所」に改め、

同表地階の部中「総務課の庶務関係グループ」を「総務課の管財関係グル

ープ」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この訓令は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の上尾市車両管理規程第１３条の規定は、こ

の訓令の施行の日（以下「施行日」という。）以後の共用車の運行管理に

ついて適用し、施行日前にした共用車の運行管理については、なお従前の

例による。  



 （上尾市職員服務規程の一部改正）  

３  上尾市職員服務規程（昭和４９年上尾市訓令第５号）の一部を次のよう

に改正する。  

  第２６条第３項中「所属長」の次に「（出張用務にあっては、所属長及

び旅行命令権者）」を加え、同条第４項第２号中「上尾市車両管理規程第

２条第８号に規定する市長車、同条第９号に規定する共用車及び同条第１

０号に規定する貸出車」を「上尾市車両管理規程第２条第８号に規定する

共用車及び同条第９号に規定する貸出車」に改める。  

 （上尾市職員服務規程の一部改正に伴う経過措置）  

４  前項の規定による改正後の上尾市職員服務規程第２６条第３項及び第４

項の規定は、施行日以後に生じる事故等に係る報告ついて適用し、施行日

前に生じた事故等に係る報告については、なお従前の例による。  


